
令和７年度ローカル・ゼブラ企業成長ネットワーク運営業務 

仕様書 

 

１ 目的 

人口減少・少子高齢化が他県に先んじて進むこと等によって様々な課題に直面する「課題先進県」から、顕在

化した社会課題をビジネスチャンスに昇華していくことのできる「ローカル・ゼブラ企業湧出県」を目指す。これに

より、行政の介在がなくとも多くの社会課題が持続的に解決される新たな事業活動や新たな企業が創出され、地

域の経済的インパクト※と社会的インパクト※の両立を実現する。 

   ※経済的インパクト…雇用の創出、消費額、生産性、投資額などへの良い変化 

      社会的インパクト…地域の社会課題を解決し、社会に良い変化を与えること 

 

２ 事業で解決すべき課題 

 ・ローカル・ゼブラ企業のロールモデルが不足しており、成長や事業創出の自己変革の動機づけにつながらな

い。 

・企業の社会的責任に対する関心が高まる一方で、自社の事業活動を通じた社会的価値の創出につながる手

法が分からない。 

 ・社会課題解決や地域課題の解決を目指す起業家間のネットワークが不足しており、イノベーションの創発・成

長が生まれにくい。 

 ・新規事業の創出や事業成長に向けた具体的な手法がわからない。 

 ・対面・非対面の情報発信を含めた能動的・受動的なネットワーキングを行う環境が不足している。 

 

３ 施策のターゲット 

 ・和歌山県にゆかりのある経営者 

 ・和歌山県において創業を志す者 

・ローカル・ゼブラ企業経営者 

 

４ 実施内容 

経営者や創業を志す者が、ローカル・ゼブラ企業の先進的な取り組みや方法論などを学び合い、先輩起業家

とのネットワーキングなどを通し、創業や事業成長への行動に繋がる以下の事業を実施する。 

（１）ネットワーク                                  

■ローカル・ゼブラセッション（仮称・名称の提案可能） 

経営者の気づきや自己変革への学びにつながる、ラーニング、グループワークを定期的に開催すること。 

開催頻度は月１回以上、年間 10 回以上、各回 20 名程度の参加者とし、開催方法はオンライン・オフライ

ンのハイブリッドとすること。 

■ローカル・ゼブラ交流会（仮称・名称の提案可能） 

社会課題解決テーマとした交流会など毎回テーマ設定を行い、ネットワーク参加者、県内事業者、支援機

関等が繋がるイベントを開催すること。 

開催頻度は、月１回以上、年間 10 回以上、各10 名程度の参加者とし、開催方法はオフラインとすること。 

（２）アクセラレーション 

支援対象者はローカル・ゼブラ企業成長ネットワークに参加し、かつ和歌山県内で事業活動を行う事業者



または和歌山県内で事業実施予定の者とし、支援にあたっては以下の要素を取り入れること。なお、開催や

選考、面談等にあたっては、オンラインでの開催を可能とする。 

■参加者募集及び選考会の開催 

県と協力し、参加者を募集する。募集期間終了後に選考会を開催し、志望動機や本気度、事業プランや

プレゼンテーション等の内容を踏まえたうえで６社程度を選定すること。 

■個別メンタリング運営 

・実施時期は概ね、６か月程度とし、月１回以上のペースで実施すること。 

・進捗の管理やモチベーション維持のため、プログラム内容、管理人員などについて提案すること。 

・和歌山県とゆかりのある先輩起業家など適切な外部メンターによる面談等を行うこと。また、謝礼金等が

発生する場合は受託者がこれを行うこと。 

・メンタリングを行った際には、次回の支援に向けて記録を残すとともに、県からの求めに応じて、速やかに

内容を報告すること。 

■全体ワークショップ運営 

・全参加企業によるワークショップを開催すること。ワークショップの内容は適宜県と協議の上進めることと

するが、新規事業の立案などにあたり、必要な考え方や知識を得ることができるものとすること。 

・実施期間は概ね６か月程度とし、月１回以上のペースで実施すること。 

■成果発表会の開催（2 月予定） 

・全参加企業の成果発表の場を設け、開催の広報、周知を含めて運営を行うこと。 

・開催にあたっては、オフライン・オンラインでのハイブリット開催とすること。 

（３）HP の開設 

  ・ネットワーク事業概要、参加者募集、イベント周知、開催報告などを掲載する HP を作成すること。 

  ・本 HP には県や他の支援機関が実施する他の関係事業の広報周知を掲載する場合がある。 

・掲載情報の更新や SEO 対策等を行うこと。 

  ・HP の URL は県が提供するアドレスを使用すること。 （例）https://www.local-zebra. pref.wakayama.lg.jp 

（４）その他 ※（１）（２）（３）共通 

・社会課題解決企業支援事業や他の創業支援施策との相乗効果に努めること。 

・イベント企画、周知、集客、申込受付、講師手配、謝金支払の他、参加希望者からの問い合わせ対応など事

務局機能を担うこと。 

・実施会場は本事業の目的に沿った県内のインキュベーション施設等から選定すること。 

・参加者・関係機関を含む連携や参加者とメンター等との連携によるコミュニティ創出を図ること。 

・対面・非対面の情報発信等を行い、県内企業、支援機関などとの関係構築・強化を図ること。 

・参加事業者の成長を促すため、相談、支援策の提供、支援機関の紹介など、個別相談が受けられる体制を

提案すること。 

・アクセラレーションは、支援対象者数によって、契約金額の減額の可能性があることから、１者毎の費用の内

訳がわかるように見積書に記載すること。 

・参加費用は無料とするが、懇親会の食事など給付につながる費用が発生する場合、参加者から実費を徴収

すること。 

・経営者団体との連携や、既存施設や既存のサービスの活用、運営体制など、本事業目的の達成に資する独

自の実施内容（周知イベントの実施等）があれば具体的に提案すること。 

 



５ 業務期間 

 契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

６ 予算上限額 

 １３，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

７ 実績報告 

 実績報告書を電子媒体、または適した手段により業務期間内に提出すること。 

 （提出先） 

  〒６４０－８５８５ 

  和歌山県和歌山市小松原通１－１ 

  和歌山県商工労働部企業政策局企業振興課 尾崎 

   E-mail：ozaki_t0023@pref.wakayama.lg.jp 

 

８ その他 

・業務の実施にあたっては、業務内容を十分に理解し、和歌山県と連絡を密に取りながら誠実に履行すること。 

・受託事業者は、業務の実施の際に、知り得た個人情報は適正に管理し、決して漏洩、不正使用を行わない

こと。本契約終了後も同様とする。 

・仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は、和歌山県と十分に協議の上、決定すること。 

・令和７年度の業務が次年度に他の事業者に交代した場合には当該受託者に対し、本事業の運営に必要な

データの受け渡しを含む適切な業務の引継ぎを行うこと。また、次年度の受託者からの質問等については、

本委託業務の契約期間が終了した後も令和８年５月末まで誠実に対応すること。 


